
孤独・孤立対策重点計画 具体的施策（１）
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孤独・孤立対策重点計画 具体的施策（２）
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孤独・孤立対策重点計画 具体的施策（３）
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孤独・孤立対策重点計画 具体的施策（４）
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〇 孤独・孤立対策推進法（令和５年法律第45号）第20条に基づき、内閣府の特別の機関として「孤独・
孤立対策推進本部」を設置。内閣総理大臣を本部⾧とし、全閣僚により構成。孤独・孤立対策重点計画
の作成及びその実施の推進、孤独・孤立対策に関する重要事項の審議を行うこととされている。
〇 孤独・孤立対策の推進及び関係行政機関相互の調整等に資することを目的として、内閣府特命担当大
臣を議⾧とし、各府省庁の局⾧・審議官級から構成される「孤独・孤立対策推進会議」が下部会議とし
て設置されている。

本部⾧ 内閣総理大臣
副本部⾧ 内閣官房⾧官及び孤独・孤立対策を担当する内閣府特命担当大臣
構成員 総務大臣

法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
環境大臣
上記のほか、本部⾧及び副本部⾧以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
⇒全閣僚を構成員として指定

孤独・孤立対策推進本部構成員（法第23条～第25条）

孤独・孤立対策の推進体制①

孤独・孤立対策推進会議 構成員 （推進本部決定）

議 ⾧ 孤独・孤立対策担当大臣
議⾧代行 孤独・孤立対策を担当する内閣府副大臣
副議⾧ 孤独・孤立対策を担当する内閣府大臣政務官
構成員 全府省庁の局⾧・審議官級
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〇第１回（令和６年４月19日）
【議事】
（１）孤独・孤立対策の推進体制について
（２）孤独・孤立対策重点計画の策定に向けて
（３）高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて
・ 運営要領及び推進会議の設置について本部決定、これまでの対策の振り返り、新たな重点計画策定に向け
た進め方について説明、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」について厚生労働省より説明

〇第２回（令和６年６月11日）
【議事】
（１）孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画（案）について
（２）高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて
・ 「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画（案）」について本部決定、「高齢者等終身
サポート事業者ガイドライン」について厚生労働省より報告

〇第３回（令和７年５月27日）
【議事】
「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案について
・ 「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案について本部決定

推進本部開催実績

孤独・孤立対策の推進体制②
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孤独・孤立対策の推進体制③

推進会議開催実績

〇第１回（令和６年５月14日）
【議事】
（１）孤独・孤立対策の推進体制について
（２）孤独・孤立対策重点計画の策定に向けて（関係者ヒアリング）
・ 会議の趣旨・運営等について説明、法に基づく新たな孤独・孤立対策重点計画策定に向けて、関係者ヒア
リング（埼玉県、千葉県市原市、全国版官民連携プラットフォーム）を実施

〇第２回（令和７年２月７日）
【議事】
（１）孤独・孤立対策の令和７年度予算案・令和６年度補正予算について
（２）孤独・孤立対策重点計画について
・ 予算について関係省庁から報告、孤独・孤立対策重点計画の改定に向けて、孤独・孤立対策担当大臣より
指示

〇第３回（令和７年５月15日）
【議事】
孤独・孤立対策重点計画の改定に向けて
・ 有識者意見の報告、孤独・孤立対策重点計画改定に向けて、関係者ヒアリング（鳥取県、広島県福山市、
全国版官民連携プラットフォーム）を実施
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石田 光規 早稲田大学文学学術院文化構想学部教授
伊藤 美奈子 神戸女子大学心理学部教授／奈良女子大学名誉教授
大野 元裕 埼玉県知事（全国知事会）

◎ 菊池 馨実 早稲田大学法学学術院教授
駒村 康平 慶應義塾大学経済学部教授
近藤 尚己 京都大学大学院医学研究科社会疫学分野教授
鈴木 雅博 愛知県大口町⾧（全国町村会）
原田 正樹 日本福祉大学学⾧
宮本 太郎 中央大学法学部教授
森山 花鈴 南山大学社会倫理研究所准教授
矢口 明子 山形県酒田市⾧（全国市⾧会）
山野 則子 大阪公立大学現代システム科学研究科教授
横山 美江 大阪公立大学大学院看護学研究科ヘルスプロモーションケア科学領域教授

（◎:座⾧）

〇孤独・孤立対策の在り方に関し有識者の意見を聴取し、孤独・孤立対策に関する重要事項についての
検討に資することを目的に、孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議を開催（令和７年１月17日
内閣府特命担当大臣（共生・共助）決定）

構成員

孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議
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（参考）孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議 開催実績

〇第１回（令和７年１月21日）
【議事】
・ 最近の孤独・孤立対策の取組について（孤独・孤立対策推進法の施行、重点計画の策定等について報告）
・ 今後の孤独・孤立対策の進め方について（有識者会議において検討すべき論点について議論）

〇第２回（令和７年３月４日）
【議事】
・ 孤独・孤立対策の具体的施策に関する関係省庁からのヒアリング

（厚生労働省、総務省、消費者庁、文部科学省、こども家庭庁からヒアリング）
・ これまでの「人々のつながりに関する基礎調査」の振り返り

〇第３回（令和７年４月７日）
【議事】
・ 地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム及び孤独・孤立対策地域協議会の設置の概況について
・ 孤独・孤立対策の取組状況に関する地方公共団体からのヒアリング

（埼玉県、三重県伊勢市、兵庫県播磨町からヒアリング）

〇第４回（令和７年４月17日）
【議事】
・ 「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」について
（「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」に関する有識者意見取りまとめのための議論を実施）

〇第５回（令和８年１月16日）
【議事】
・ これまでの「人々のつながりに関する基礎調査」の振り返り
・ 最近の孤独・孤立対策の取組について
・ 今後の有識者会議の進め方について

〇第６回（令和８年３月５日）
【議事】
・ 若者の孤独・孤立の予防に向けた取組についてのヒアリング

（中核地域生活支援センターくらっち、愛知県⾧久手市、伊藤美奈子構成員からヒアリング） 14
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
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第５回有識者会議
資料３（抄）



第６回有識者会議
資料１ （抄）
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全国又は特定の地方にお
いて孤独・孤立対策に取
り組むＮＰＯ等支援団体、
関係府省庁等

１．複合的・広域的な連携強化活動
孤独・孤立に係る課題等に関し、現状や課題の共有、対応策等を議論してきた。
（テーマ例）
・声を上げやすい・声をかけやすい社会に向けた取組の在り方（つながりサポーター等）
・相談支援に係る実務的な相互連携の在り方

２．孤独・孤立対策に関する全国的な普及活動
（１）シンポジウムの開催

より多くの方に孤独・孤立対策を認識していただくため、理念や連携の事例、実態把握調査の結
果などに関するシンポジウムを順次開催

＜令和７年度のテーマ＞
・つながりの中で暮らす～これからの時代の「住まい」「地域」「互助」について考える～
・オンラインとリアルのつながりについて

（２）孤独・孤立対策強化月間（５月）
「孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会」に向けた取組とし
て、毎年５月を「孤独・孤立対策強化月間」とし、集中的な広報・啓発活動を実施

（３）つながりサポーター
孤独・孤立の問題について知識を身につけ、身の回りの人に関心をもち、できる範囲で困ってい
る人をサポートする「つながりサポーター」養成講座を実施（講座実施にあたっての協力等）

３．情報共有、相互啓発活動
（１）会員向け情報共有・情報発信
・関係団体の活動紹介や支援情報などをメールマガジン形式で定期的に発信

（２）孤独・孤立に関する調査
・孤独・孤立に資するＮＰＯ法人等への調査を実施

主な活動

本プラットフォームは、孤独・孤立問題に対処するため、官・民・ＮＰＯ等の取組の連携強化の観点
から、連携の基盤を構築し、普及啓発活動、相談支援活動等を促進するものとして令和４年に設立。

体制

会 員

・会員の中から選出
・総会へ議案提出等運
営に必要な事項を実
施

総会

幹事会

(455)

民間団体・助成団体等など
本会活動を支援する団体

賛助会員 (56)

経済団体、地方自治体など
本会活動を協力する団体
※都道府県・政令指定都市
は全て会員登録済

協力会員 (171)

※会員数682団体
（令和8年3月1日時点）
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分科会１「「声を上げやすい・声をかけやすい社会」に向けた取組の在り方」
重点計画の基本方針「孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする」をテーマとして、支援を
求める声を上げやすい・声を受け止める・声をかけやすい社会に向けて、孤独・孤立についての理解・意識や機運を
社会全体で高めていくための取組の在り方を検討

【目標】「声を上げやすい・声をかけやすい」社会の実現を目指し、孤独・孤立についての理解・意識を浸透させつつ、
・制度を知らない層:当事者が利用できる必要な支援情報が届くようにする
・制度は知っているが相談できない層:スティグマの解消に向けた取組により、相談がしやすい社会を目指す
・相談者となる層:様々なステークホルダーを取り込み、機運醸成を図る

〇孤独・孤立対策に係る課題等のテーマごとに、会員の一部から構成される分科会を設け、現状や課題の共有、対応策
等について議論。

〇「孤独・孤立対策を推進する上での基本となる事項であり、かつ会員間で共通する課題である事項」として、以下の
３つのテーマの分科会を設置。

4

分科会２「きめ細やかな支援や、地域における包括的支援に向けた行政（国、地方）・民間・NPO等の役割の在り方」
多様な主体が当事者や家族等への支援に関わることにより、切れ目なく息の⾧いきめ細かな支援や、地域における
包括的支援を推進するため、各主体の役割や責務、各主体間の連携の在り方を整理
【目標】・国・地方・民間企業・NPO、社協等の各主体の役割・関わり方の整理、各主体間の連携の姿の提示

・足らざる支援の分野・主体の明確化、それを埋める方策の立案 など

分科会３「相談支援に係る実務的な相互連携の在り方」
重点計画の基本方針「状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる」をテーマとして、ワンストップの相談窓口
等の一元的な相談支援体制（統一的な相談ダイヤル等）や、地域で「相談」と「支援」をつなぐための地方自治体を
含めた各主体の連携等について、実務的な相互連携の在り方を検討

【目標】・統一的な相談支援体制の構想に関する論点整理
・相談支援機関間の連携強化
・相談体制の人材育成の強化に必要な取組・方策の整理
・「相談」と「支援」のつなぎの姿・仕組みの提示

※ 総合緊急対策「統一的な相談窓口体制の推進」
と連携しつつ、検討等

孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム 分科会
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経済財政運営と改革の基本方針2025（令和７年６月13日閣議決定）抄

第２章 賃上げを起点とした成⾧型経済の実現

４．国民の安心・安全の確保

（７）「誰一人取り残されない社会」の実現

（共生・共助）

過去最多のこどもの自殺や単身世帯の増加を踏まえ、孤独・孤立対策の重点計画190に沿って、予防が重要との認識の

下、交付金も活用し、地方版官民連携プラットフォームを設置する地方公共団体への伴走支援、ＮＰＯ等への継続的支

援、緩やかなつながりや居場所づくり、支援の担い手やつながりサポーターの育成、つながりを生むための分野横断的

な連携促進のほか、社会とのつながりを失い孤立死に至ることを予防するための関係府省と地方公共団体が連携した取

組を進める。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
190 「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」（令和６年６月11日孤独・孤立対策推進本部決定、令和７年５月27日一部改定）。
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